
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
個
人
情
報
の
保
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
県
の
出
資
法
人
の
一
部
改
正
…
…
…
六
〇
七

教
育
委
員
会

○
山
梨
県
公
立
高
等
学
校
及
び
山
梨
県
立
特
殊
教
育
諸
学
校
入
学
者
募
集
定
員
…
…
…
…
…
…
六
〇
七

公
安
委
員
会

○
遊
技
機
の
型
式
の
検
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
一
〇

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
四
百
九
十
七
号

個
人
情
報
の
保
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
県
の
出
資
法
人
（
平
成
五
年
山
梨
県
告
示
第

三
百
八
十
九
号
の
三
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
三
年
十
一
月
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

「
社
団
法
人
山
梨
県
農
業
後
継
者
育
成
基
金
協
会

を
「
財
団
法
人
山
梨
県
林
業
公
社
」
に
改
め
る
。

財
団
法
人
山
梨
県
林
業
公
社
　
　
　
　
　
　
　
」

教
育
委
員
会

�

山
梨
県
公
立
高
等
学
校
及
び
山
梨
県
立
特
殊
教
育
諸
学
校
入
学
者
募
集
定
員

平
成
十
四
年
度
山
梨
県
公
立
高
等
学
校
及
び
山
梨
県
立
特
殊
教
育
諸
学
校
の
入
学
者
募
集
定
員
を
次

の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
十
三
年
十
一
月
十
五
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
員
長
　
　
花
　
　
輪
　
　
定
　
　
‡

平
成
十
四
年
度
山
梨
県
公
立
高
等
学
校
等
入
学
者
募
集
定
員

（
全
日
制
課
程
）

学
区
名

学
　
校
　
名

学
科
（
コ
ー
ス
）
名
　
　
　
定
　
　
　
員

計

内

一
一
四

日
野
春

北
　
　
　
杜

普
　
通
　
科

（
三
）

一
二
〇

外

六

全
　
県

北
　
　
　
杜

理
　
　

数

科
（
一
）

三
五
（
一
）

三
五

全
　
県

北
　
　
　
杜

総
　
　
合
　
　
学
　
　
科
（
四
）

一
六
〇
（
四
）

一
六
〇

内

二
六
六

韮
　
崎

韮
　
　
　
崎

普
　
通
　
科

（
七
）

二
八
〇

外

一
四

全
　
県

韮
　
　
　
崎

文

理

科
（
一
）

四
〇
（
一
）

四
〇

（
電
子
機
械
・
電
気
・
情

全
　
県

韮
崎
工
業

報
技
術
・
環
境
化
学
・
理
（
六
）

一
八
五
（
六
）

一
八
五

数
工
学
）

甲
府
第
一

普
　
　

通

科
（
六
）

二
四
〇
（
六
）

二
四
〇

甲

府

南

普
　
　
　
通

科
（
七
）

二
八
〇
（
七
）

二
八
〇

甲
　
府
　
東

普
　
　
　
通

科
（
七
）

二
八
〇
（
七
）

二
八
〇

う
ち
理
数
コ
ー
ス
〔
一
〕

〔
四
〇
〕

甲
　
府

甲
府
昭
和

普
　
　
　
通

科
（
七
）

二
八
〇
（
七
）

二
八
〇

う
ち
科
学
コ
ー
ス
〔
一
〕

〔
四
〇
〕

内
　

一
、
〇
二
六
（
二
七
）

計

普
　
通
　
科

外
　
　
　
　
　
　
　

五
四

一
、
〇
八
〇

全
　
県

甲
府
第
一

英
　
　
　
語

科
（
一
）

四
〇
（
一
）

四
〇

全
　
県

甲
　
府
　
南

理
　
　
　
数

科
（
一
）

四
〇
（
一
）

四
〇

全
　
県

甲
　
府
　
西

普
　
　
　
通

科
（
七
）

二
八
〇
（
七
）

二
八
〇

全
　
県

甲
府
城
西

総

合

学

科
（
八
）

三
二
〇
（
八
）

三
二
〇

機
　
　
　
械

科
（
二
）

七
〇

電
　
　

気
　

科
（
二
）

七
〇

全
　
県

甲
府
工
業

電
　
　
　
子
　

科
（
一
）

四
〇
（
七
）

二
六
〇

土
　
　

木

科
（
一
）

四
〇

建
　
　
　
築
　

科
（
一
）

四
〇

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
四
十
三
号
　
　
平
成
十
三
年
十
一
月
十
五
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

六
〇
七

山
梨
県
公
報
平
成
十
三
年

十
一
月
十
五
日

第
千
二
百
四
十
三
号

木　曜　日



シ
ス
テ
ム
園
芸
科
（
一
）

三
五

森

林

科

学

科
（
一
）

三
〇

全
　
県

農
　
　
　
林

環

境

土

木

科
（
一
）

三
〇
（
五
）

一
六
〇

造

園

緑

地

科
（
一
）

三
〇

食

品

科

学

科
（
一
）

三
五

巨
　
　
　
摩

普
　
　

通

科
（
六
）

二
四
〇
（
六
）

二
四
〇

う
ち
理
数
コ
ー
ス
〔
一
〕

〔
四
〇
〕

白
　
　
　
根

普
　
　

通
　
　

科
（
六
）

二
四
〇
（
六
）

二
四
〇

小
笠
原

う
ち
国
際
文
理
コ
ー
ス
〔
一
〕

〔
四
〇
〕

内

四
五
六

計

普
　
通
　
科

（
一
二
）

四
八
〇

外

二
四

商
　
　

業
　

科
（
二
）

七
〇

全
　
県

増
穂
商
業

（
四
）

一
四
〇

情

報

処

理

科
（
二
）

七
〇

内

一
五
二

市
　
川

市
　
　
　
川

普
　
通
　
科

（
四
）

一
六
〇

外

八

全
　
県

市
　
　
　
川

英
　
　

語
　

科
（
一
）

四
〇
（
一
）

四
〇

電

子

機

械

科
（
一
）

三
〇

建
築
イ
ン
テ
リ
ア
科
（
一
）

建

築

コ

ー

ス

一
五

全
　
県

峡
　
　
　
南

（
三
）

九
〇

イ
ン
テ
リ
ア
コ
ー
ス

一
五

土
　
　

木
　

科
（
一
）

三
〇

情
報
ビ
ジ
ネ
ス
科
（
一
）

三
〇
（
一
）

三
〇

内

一
一
四

身
　
延

身
　
　
　
延

普
　
通
　
科

（
三
）

一
二
〇

外

六

全
　
県

身
　
　
　
延

理
　

数
　

科
（
一
）

三
〇
（
一
）

三
〇

内

一
五
二

石
　
和

石
　
　
　
和

普
　
通
　
科

（
四
）

一
六
〇

外

八

全
　
県

石
　
　
　
和

国

際

教

養

科
（
一
）

三
五
（
一
）

三
五

園
　
　

芸
　

科
（
一
）

三
〇

園
　
　
　
芸

科
（
一
）

生
物
工
学
コ
ー
ス

一
五

全
　
県

山
梨
園
芸

（
四
）

一
二
〇

園
芸
経
済
コ
ー
ス

一
五

農

業

土

木

科
（
一
）

三
〇

食

品

化

学

科
（
一
）

三
〇

山
　
　
　
梨

普
　
　

通
　

科
（
六
）

二
三
五
（
六
）

二
三
五

う
ち
英
語
総
合
コ
ー
ス
〔
一
〕

〔
三
五
〕

塩
　
　
　
山

普
　
　

通
　
　

科
（
五
）

一
九
五
（
五
）

一
九
五

東
山
梨

う
ち
英
数
コ
ー
ス
〔
一
〕

〔
三
五
〕

内

四
〇
九

計

普
　
通
　
科

（
一
一
）

四
三
〇

外

二
一

全
　
県

日
　
　
　
川

普
　
　

通
　

科
（
八
）

三
二
〇
（
八
）

三
二
〇

商
　
　
　
業
　

科
（
一
）

三
〇

全
　
県

塩
　
　
　
山

情
報
シ
ス
テ
ム
科
（
一
）

三
〇
（
三
）

九
〇

国

際

経

済

科
（
一
）

三
〇

全
　
県

都
　
　
　
留

普
　

通
　

科
（
七
）

二
八
〇
（
七
）

二
八
〇

内

一
五
二

上
野
原

上
　
野
　
原

普
　
通
　
科

（
四
）

一
六
〇

外

八

全
　
県

上
　
野
　
原

理
　

数
　

科
（
一
）

三
〇
（
一
）

三
〇

機
械
シ
ス
テ
ム
科
（
一
）

三
五

電

子

情

報

科
（
一
）

三
〇

化
学
・
デ
ザ
イ
ン
科
（
一
）

全
　
県

谷
村
工
業

（
四
）

一
三
五

環
境
化
学
コ
ー
ス

二
〇

デ
ザ
イ
ン
コ
ー
ス

一
五

建
　

設
　

科
（
一
）

三
五

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
四
十
三
号
　
　
平
成
十
三
年
十
一
月
十
五
日

六
〇
八



内

一
九
〇

都
　
留

桂

普
　
通
　
科

（
五
）

二
〇
〇

外

一
〇

全
　
県

桂

文
　
　

理

科
（
一
）

三
五
（
一
）

三
五

吉
　
　
　
田

普
　
　
　
通
　

科
（
八
）

三
二
〇
（
八
）

三
二
〇

富
士
河
口
湖

普
　
　
　
通
　

科
（
七
）

二
八
〇
（
七
）

二
八
〇

う
ち
英
数
コ
ー
ス
〔
一
〕

〔
四
〇
〕

吉
　
田

内

五
七
〇

計

普
　
通
　
科

（
一
五
）

六
〇
〇

外

三
〇

全
　
県

吉
　
　
　
田

理
　
　

数
　

科
（
一
）

四
〇
（
一
）

四
〇

電

子

機

械

科
（
一
）

三
〇

電
　
　

子

科
（
一
）

三
〇

全
　
県

北
富
士
工
業

（
四
）

一
二
〇

情

報

技

術

科
（
一
）

三
〇

建
　
　

築
　

科
（
一
）

三
〇

商
　
　

業

科
（
三
）

一
〇
五

全
　
県

吉
田
商
業

（
五
）

一
八
五

情

報

処

理

科
（
二
）

八
〇

商
　
　

業
　

科
（
四
）

一
六
〇

全
　
県

甲
府
商
業

国
　
　
　
際
　

科
（
一
）

三
五
（
八
）

三
〇
〇

情

報

処

理

科
（
三
）

一
〇
五

大
月
短
期
大

普
　
　

通
　
　

科
（
三
）

一
二
〇
（
三
）

一
二
〇

全
　
県

学
附
属

商
　
　

業
　

科
（
三
）

九
〇
（
三
）

九
〇

全
　
県

甲
　
　
　
陵

普
　
　

通
　

科

一
二
〇
（
四
）

一
二
〇

合
　
計

（
二
〇
三
）

七
、
六
六
〇

全
国
募
集

学
　
　
校
　
　
名

学
　
　
科
　
　
名

定
　
　
　
員

計

甲
　
　
　
　
　
陵

普
　
　
　
通
　
　
　
科

四
〇

四
〇

全
　
日
　
制
　
合
　
計

（
二
〇
三
）

七
、
七
〇
〇

（
注
）
一
　
普
通
科
の
「
内
」
は
学
区
内
、「
外
」
は
学
区
外
を
示
す
。

二
　
定
員
欄
及
び
計
欄
の
（

）
は
、
学
級
数
を
示
す
。

三
　
定
員
欄
の
〔

〕
は
、普
通
科
の
コ
ー
ス
の
学
級
数
及
び
定
員
で
あ
り
、
当
該
普
通
科
　

の
募
集
定
員
の
内
数
で
あ
る
。

四
　
韮
崎
工
業
は
、
全
科
を
一
括
し
て
募
集

五
　
「
全
国
募
集
」
は
、
山
梨
県
以
外
の
都
道
府
県
か
ら
の
募
集
を
示
す
。

（
定
時
制
課
程
）

学
　
　
校
　
　
名

昼
夜
別

学
　
科
　
名

定
　
　
　
員

計

韮
　
　
　
　
　
崎

昼

普
　
通
　
科
（
一
）

四
〇
（
一
）

四
〇

機
　
械
　
科
（
一
）

四
〇

甲
　
府
　
工
　
業

夜

電
　
気

科
（
一
）

四
〇
（
三
）

一
二
〇

建
　
築
　
科
（
一
）

四
〇

巨
　
　
　
　
　
摩

夜

普
　
通
　
科
（
一
）

四
〇
（
一
）

四
〇

山
　
　
　
　
　
梨

夜

普
　
通
　
科
（
一
）

四
〇
（
一
）

四
〇

都
　
　
　
　
　
留

夜

普
　
通
　
科
（
一
）

四
〇
（
一
）

四
〇

谷
　
村
　
工
　
業

夜

普
　
通
　
科
（
一
）

四
〇
（
一
）

四
〇

吉
　
　
　
　
　
田

夜

普
　
通
　
科
（
一
）

四
〇
（
一
）

四
〇

普
　
通
　
科
（
二
）

六
〇

昼

情
報
経
理
科
（
一
）

四
〇

中
　
　
　
　
　
央

（
五
）

一
八
〇

普
　
通
　
科
（
一
）

四
〇

夜

情
報
経
理
科
（
一
）

四
〇

定
　
時

制

合
　
計

（
一
四
）

五
四
〇

（
注
）
定
員
欄
及
び
計
欄
の
（

）
は
、
学
級
数
を
示
す
。

（
通
信
制
課
程
）

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
四
十
三
号
　
　
平
成
十
三
年
十
一
月
十
五
日

六
〇
九



学
　
　
校
　
　
名

学
　
　
科
　
　
名

定
　
　

員

計

普
　
　
通
　
　
科

一
〇
〇

中
　
　
　
　
　
央

二
〇
〇

衛

生

看

護

科

一
〇
〇

（
専
攻
科
）

学
　
　
校
　
　
名

学
　
　
科
　
　
名

定
　
　
　
員

計

甲
　
府
　
工
　
業

建
　
　
築
　
　
科

（
一
）

三
〇
（
一
）

三
〇

（
注
）

定
員
欄
及
び
計
欄
の
（

）
は
、
学
級
数
を
示
す
。

（
特
殊
教
育
諸
学
校
）

学

校

名

部

学
　
　
　
科
　
　
　
名

定
　
　
　
員

幼
　
稚
　
部

若
　
干
　
名

普
　
　
　
通
　
　
　
科

八

普
通
科
（
重
複
障
害
）

若
　
干
　
名

盲

高
　
等
　
部

保

健

理

療

科

八

専
攻
科
・
保
健
理
療
科

八

専
攻
科
・
理
療
科

八

幼
　
稚
　
部

若
　
干
　
名

ろ
　
　
　
　
　
　
う

普
　
　

通

科

八

高
　
等
　
部

普
通
科
（
重
複
障
害
）

若
　
干
　
名

普
　
　

通

科

八

甲

府

養

護

高
　
等
　
部

普
通
科
（
重
複
障
害
）

若
　
干
　
名

普
　
　

通
　

科

八

あ
け
ぼ
の
養
護

高
　
等
　
部

普
通
科
（
重
複
障
害
）

若
　
干
　
名

普
　
　

通
　

科

三
二

わ

か

ば

養

護

高
　
等
　
部

普
通
科
（
重
複
障
害
）

若
　
干
　
名

普
　
　

通

科

一
六

や
ま
び
こ
養
護

高
　
等
　
部

普
通
科
（
重
複
障
害
）

若
　
干
　
名

普
　
　
　
通
　
　
　
科

一
六

ふ
じ
ざ
く
ら
養
護

高
　
等
　
部

普
通
科
（
重
複
障
害
）

若
　
干
　
名

普
　

通

科

二
四

か

え

で

養

護

高
　
等
　
部

普
通
科
（
重
複
障
害
）

若
　
干
　
名

公
安
委
員
会

�

遊
技
機
の
型
式
の
検
定

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
申
請
の
あ
っ
た
遊
技
機
に
つ
い
て
検
定
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
遊

技
機
を
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

四
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
検
定
の
有
効
期
間
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
十
四
日
ま
で
と
す
る
。

平
成
十
三
年
十
一
月
十
五
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
風
　
　
間
　
　
善
　
　
樹

型
　
　
式
　
　
の
　
　
概
　
　
要

申
請
者
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

遊
技
機
の
種
類

型
式
名

製
造
又

検
定
番
号

及
び
区
分

は
輸
入

業
者
名

高
砂
電
器
産
業
株
式
会
社
　
代
表

回
胴
式
遊
技
機

ギ
ガ
ゾ
ー

高
砂
電
器

一
四
〇
四
一
六

取
締
役
　
石
井
治
夫

規
則
第
六
条
第

ン

産
業
株
式

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
南
船
場
二

二
号
（
別
表
第

会
社

丁
目
九
番
一
四
号

五
）

ア
ル
ゼ
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

コ
ン
チ
４

ア
ル
ゼ
株

一
四
〇
四
一
八

岡
田
和
生

規
則
第
六
条
第

Ｘ
Ｚ

式
会
社

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
一
番

二
号
（
別
表
第

地
二
五

五
）

ア
ル
ゼ
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

コ
ン
チ
４

ア
ル
ゼ
株

一
四
〇
四
一
九

岡
田
和
生

規
則
第
六
条
第

Ｘ
Ｚ
―
３

式
会
社

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
一
番

二
号
（
別
表
第

０

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
四
十
三
号
　
　
平
成
十
三
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一
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五
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〇



地
二
五

五
）

株
式
会
社
三
洋
物
産
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
今
夜

株
式
会
社

一
〇
〇
〇
五
四

役
　
金
沢
要
求

機

は
最
高
Ｍ

三
洋
物
産

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
今
池
三

規
則
第
六
条
第

５

丁
目
九
番
二
一
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
三
洋
物
産
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
新
今

株
式
会
社

一
〇
〇
二
九
二

役
　
金
沢
要
求

機

夜
は
最
高

三
洋
物
産

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
今
池
三

規
則
第
六
条
第

Ｍ
５

丁
目
九
番
二
一
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
三
洋
物
産
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
今
夜

株
式
会
社

一
〇
〇
一
八
五

役
　
金
沢
要
求

機

は
最
高
Ｌ

三
洋
物
産

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
今
池
三

規
則
第
六
条
第

７

丁
目
九
番
二
一
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
三
洋
物
産
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
新
今

株
式
会
社

一
〇
〇
四
四
五

役
　
金
沢
要
求

機

夜
は
最
高

三
洋
物
産

愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区
今
池
三

規
則
第
六
条
第

Ｌ
８

丁
目
九
番
二
一
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ギ
ン
　
代
表
取

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
筋
肉

株
式
会
社

一
〇
〇
四
六
四

締
役
　
新
井
悠
司

機

番
付
Ｊ

ニ
ュ
ー
ギ

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
烏
森
町

規
則
第
六
条
第

ン

三
丁
目
五
六
番
地

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
サ
ン
セ
イ
ア
ー
ル
ア
ン

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
あ
つ

株
式
会
社

一
〇
〇
四
六
三

ド
デ
ィ
　
代
表
取
締
役
　
杉
島
紀

機

い
ぜ
！
！

サ
ン
セ
イ

志
男

規
則
第
六
条
第

お
や
じ
Ｆ

ア
ー
ル
ア

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
丸
の
内
二

一
号
イ
（
別
表

Ｔ

ン
ド
デ
ィ

丁
目
一
一
番
一
三
号

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物
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県
公
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発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
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三
号
　
　
平
成
十
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年
十
一
月
十
五
日
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